
(Rl.6地総庶二）

選択型実務修習の旅費支給取扱要領

1 旅費の支給について

旅行命令権者（東京地方裁判所長）が相当と認める出張には旅費が支給される 司法修習生の旅

費の計算は，国家公務員等の旅費に関する法律等(以下｢旅費法等｣という｡）に基づいて行われる。

なお，支給されるのは，プログラム先までの往復の旅費であり，プログラム先から更に他所に行

く旅費は支給されない。

2旅費支給手続について

選択型実務修習中の出張について旅費を請求する場合は， 3記載の書類を東京地方裁判所事務局

総務課庶務第二係まで速やかに提出する。

なお，出張に当たっては,事前に旅行命令権者の発する旅行命令が必要であり，旅行命令に依ら

ない出張に旅費は支給されないので注意する。

また，旅費は国の予算から支給されるものであるから，旅行命令の発令にあたっては提出された

3記載の書類の内容について 旅費法の発令要件の具備や公費の適正な支出という観点からの検討

が行われる。 討には一定の期間を要することから出張が決まった場合には速やかに3記載の書

類を提出する（出張日直前に書類の提出があった場合は,旅費支給の対応ができナ 。）．

おって，旅費支給手続の流れについては，別添｢旅費が支給されるまで｣のとおり。

3提出書類

（1）旅行計画時の書類※出張日が確定したら速やかに(期限： 1箇月前まで)提出

ア出張計画書（別紙様式第1）

イ旅程表（別紙様式第2）

旅行の出発地から用務先まで，用務先から到着地までを詳細に記載する 0

なお，定期券を利用できる区間がある場合は， 「通勤定期又は官用車等利用区間｣欄に利用区

間を記載する。鉄道等でICカードを利用せず現金を利用する場合は，備考欄の現金利用にチ

ェックを入れる。また，公務上の必要から出発時刻又は到着時刻に制限がある場合等，旅費を

計算するに当たって参考となる事項について，可能な限り備考欄に記載する。

※鉄道賃等については，旅費法等に基づき”最も経済的な通常の経路”により計算するため，旅程表に

記載されたとおりに鉄道賃等が支給されるわけではないので注意する。

ウ旅行命令簿（別紙様式第3）

エパック旅行の資料（写し可）

泊付きの出張を行う場合は，いわゆる旅行会社等が提供する宿泊費と交通費等がセットにな

った旅行プラン(以下｢パック旅行｣という,）の利用について必ず検討し，比較検討した資料全て

を提出する。

なお，パック旅行が利用できない場合は，その理由を旅程表の備考欄等に記載する。

おって，パック旅行の利用については， 4(3)も参照する。

(2)旅行終了後の書類※出張後速やかに提出

ア出張結果報告書(出張計画変更届） （別紙様式第4）

旅行前に提出した出張計画書又は旅程表に変更があった場合は，出張結果報告書下部の出張

計画変更届にも記入する。

イ証拠書類（領収書等の原本は修習生本人宛てに発行されたものを提出する。 ）

(ｱ） 航空機を利用した場合は，①運賃が確認できる資料(領収書等原本)及び②搭乗したことが

確認できる資料(航空券半券又は搭乗券原本)を提出する。
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（ｲ） 船舶を利用した場合，運賃が確認できる資料（領収書等原本）を提出する。

（ｳ） パック旅行を利用した場合は，①料金が確認できる資料(領収書等原本)及び②料金内訳を

証する書面を提出する。

（工） 有料の宿泊施設に宿泊した場合は，宿泊料金の領収書原本を提出する。

4その他

（1）航空機を利用する場合の注意

航空機を利用する場合は，原則，往復割引等の割引制度を利用する。また，公費での出張にお

けるマイレージの取得は自粛することとされているので，航空機を利用する場合は，マイレージ

を取得することのないようにする。

なお，マイレージを取得してしまった場合は，速やかに取消しの手続を取り，取消手続をした

ことが分かる書類(ウェブサイト画面を印刷したもの等)を提出する。

おって，私事の旅行により取得していたマイレージを使用して航空券を購入した場合，マイレ

ージを使用した分については旅費が支給されないので注意する。

(2)旅行会社等のポイントについて

公費での出張における旅行会社等のポイントの取得は自粛することとされているので，ポイン

トを取得することのないようにする。

(3) 泊付きの出張について

泊付きの出張においては，原則，パック旅行を利用するものとする。 よって，泊付きで出張を

行う場合は必ずパック旅行の利用を検討し，利用できない場合は，旅程表の備考欄にその理由を

記載する。

なお，パック旅行の選定に当たっては，なるべく複数(2つ以上)のパック旅行の情報を比較検

討し，原則安価なものを選定する。また，宿泊施設の選定に当たっては，通常の宿泊料金が6，

000円程度であることを目安にする（6，000円を超える場合,持ち出しになることがある｡)。

おって， 6， 000円程度の宿泊料金を超える場合でも，一定の要件を満たす場合に限り支給

することができるので，事前に東京地方裁判所事務局総務課庶務第二係に問い合わせる。

(4)私事旅行について

公務出張の前後に私事の旅行を行う場合は，私事旅行申請書(別紙様式第5）を提出する。

※私事旅行の取扱いについては，別添「私事旅行の取扱要領」のとおり。

なお， 司法修習生においては，年次休暇という概念がないので注意する。

(5)切符や宿泊の手配，パック旅行の申込みについて

切符や宿泊の手配，パック旅行の申込みは，必ず旅行命令発令の通知を受けてから行う。

なお，旅行日間際になると，出張計画書において利用することとしていた交通機関や宿泊施設，

パック商品が利用できなくなることもあるため，旅行計画の書類は出張日が確定次第速やかに提

出する。
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(別紙様式第1）

出張計画
聿
冒

令和 年 月 日

1 出張者職名，氏名及び旅費請求 精算

2級相当第 期 班司法修習生

2 出張期間

令和 年 月 日 （ 曜）から 月 日 （ 曜）まで 日間

(項)最高裁判所

(目）司法修習生旅費

(事項)裁判所職員の研修に必要な経費

支払科目

3 出張日程

注）なるべく具体的に記入すること

旅行命令権者 所属の課長等 予算担当者

月 日 （曜） 用務地（住所） 用務先 用 務



(別紙様式第1）

聿
自出張計画

令和○年9月3日

精算1 出張者職名，氏名及び旅費請求

東京弁護士会第○○期利班司法修習生東京一郎 2級相当

2 出張期間
記載不要です。

令和○年10月9日 （水曜）から10月18日 （金曜） 日間まで

3 出張日程

顎柘プロ顎柘プロQOR

し記載

QO具

し記載

(注）なるべく具体的に記入すること

記載例 ’

旅行命令権者 所属の課長等 予算担当者

支払科目

(項)最高裁判所

(目）司法修習生旅費

(事項)裁判所職員の研修に必要な経費

月 日 （曜） 用務地（住所） 用務先 用 務

10月9日(水）

～

10月18B(金）

大阪市 第○○期全国

プログラム

地織知的財産醗訟部

修召(大阪）

(ｺｰﾄ'●●●●）



(別紙様式第2）

＜旅程表＞

業務名

期間 ～

所属部局課

氏名

rパック利用 r特急包括協議路線 r定期券利用

r直行r直帰 「私事旅行含む r交通費調整

日程
出発

時刻
到着
時刻

.出発地

(出発箇所）
経路
(種別）

到着地
(到着箇所）

検索条件
通勤定期又は
官用車等利用区間

(交通費不要区間）
用務地 用務先 宿泊肋 交通費

(同一市内

交通）
区分 備考

～

口出発

口到着

口有(通勤定期）

（ 一 ） □ 自宅等の宿泊

rパック

r特急包括

r直行直帰
I

r現金利用

～

口出発

口到着

口有(通勤定期）

（ 一 ） □ 自宅等の宿泊

ﾘーパック

r特急包括

r直行直帰
I

r現金利用

～

口出発

口到着

口有(通勤定期）

（ ） □ 自宅等の宿泊

rパック

『特急包括

r直行直帰
I

r現金利用

～

口出発

口到着

口有(通勤定期）

（ 一 ） □ 自宅等の宿泊

『パック

「特急包括

r直行直帰
I

r現金利用

～

口出発

口到着

口有(通勤定期）

（ － ） 口自宅等の宿泊

rバック

r特急包括

r直行直帰
I

r現金利用

～

口出発

口到着

口有(通勤定期）

（ － ） □ 自宅等の宿泊

1－パック

r特急包括

『ー直行直帰
I

r現金利用

～

口出発

口到着

口有(通勤定期）

（ － ） □ 自宅等の宿泊

rパック

r特急包括

r直行直帰
I

r現金利用

～

口出発

口到着

口有(通勤定期）

（ 一 ） □ 自宅等の宿泊

「パック

r特急包括

r直行直帰
I

r現金利用

～

口出発

口到着

口有(通勤定期）

（ ・一 ） □ 自宅等の宿泊

rパック

『特急包括

r直行直帰
I

r現金利用

～

口出発

口到着

口有(通勤定期）

（ 一 ） □ 自宅等の宿泊

rパック

r特急包括

r直行直帰
1

r現金利用



(別紙様式第2）

記調源⑦自己開拓プログラムの壇合は.
r第。○期自己開拓プログラム」

抄

業務名

期間

一

第○○期全国フ

10／9（水） 』

ログラムのため

ゆ 10／18（金）

所属部局課

氏名

東京弁護士会 〆
東京一郎 、

ー

rパック利用 r特急包括協議路線 陣定期券利用

r直行r直帰 「私事旅行含む「交通費調整
一 コ

、

一

日程
出発
時刻

到着
時刻

出発地

(出発箇所）
経路

(種別）
到着地
(到着箇所）

検索条件
通勤定期又は

官用車等利用区間

(交通費不要区間）
用務地 用務先 宿泊地

－

交通費

－－

(同一市内

交通）
』
〆
刃 I

区分

一
朧

10/9 XX:YY

XX:W

～

～

XX:YY

XX:YY

霞ヶ関

新大阪

鉄道
(東京ﾒﾄﾛ
丸ノ内線,新
幹線）

鉄道
(大阪市営
御堂筋線）

新大阪

淀屋橋

口出発

（口到着

回出発

回到着(XX:YY)

官宥(通勤壼諭

4璽竺里二空室ノ
ロ有(通勤定期）

（ ）

）
ｂ
Ｌ

□ 自宅等の宿泊

回 自宅等の宿泊 ノ

／
／

rパック

r特急包括

r直行直帰
ー

Fパック

r特急包括

r直行直帰

厩現金利用

10/10
～

10/18

～

I ．

＊
I

第○○期全国プログラム

l ロ ロ

口出発

口到着

口有(通勤定期）

（ － ）

大阪
▲▲

蒜
区

大阪市▲▲区

□ 自宅等の宿泊 ／
「パック

「特急包括

r直行直帰

●●のためバック族行の手配が
できないので．パック簾行を利
用しない。 十

10/18 XX:YY

XX:YY

～

～

XX:YY

XX:YY

淀屋橋

新大阪

鉄道
(大阪市営

御堂筋線）

鉄道
（新幹線，
東京ﾒﾄﾛ丸

ノ内線）

新大阪

霞ヶ関

回出発(XX:YY)

口到着

〈
口出発

口到着

口有(通勤定期）

（ ）

固有(通勤電
哩車-■ヶ国ﾉ／

ノ

、
一

| y 1

|口自…宿電｜ ’

■■■■■■■■■■■■■■■■■
定期券を利用する場合は．必ず
利用区間を記入してください6

～

－

～

－

－

－

－

I l l l:菫 ’

ｌｌｌｌ

《注意》

1 航空機を利用する場合について

□
山＝ ’

口有(通勤定期）

□
古 '二壷

む
ら

d

も

その理
叱なる

白

(1) 出張後に，運賃が確認できる資料(領収書等原本)及び搭乗したことが確認できる資料(航空券半券
又は搭乗券原本)を提出してください。

(2) 公費での出張において，マイレージの取得は自粛することとされています。
取得してしまった場合は取消しの手続を取り，取消手続画面を印刷したもの等を提出してください。
2パック旅行について

泊付きの出張を行う場合は，必ずパック旅行の利用を検討し，利用できない場合は旅程表の備考欄
にその理由を記載してください。

Ｉｌｌｌｌｌｌｌｌｌ

自宅

－

－

－

口出発

口到着

rパック

r特急包括

r直行直帰

rパック

F特急包括

r直行直帰

一

一

バック

特急包括

F直行直帰

一
一
一

バック

特急包括

直行直帰

一
一
一

パック

特急包括

直行直帰

r･現金利用

r現金利用

ー

r現金利用

’
－

■■■■■■■

泊付きの出張でパック旅行が
利用できない場合は,その理
由を備考欄に毘入して<ださ
い。

「現金利用

r現金利用

「現金利用

r現金利用



(別紙様式第2）

■
■
■
睡
醍
】己

舎
戸
回

■ ■■

ヨ Ｉ
Ｅ

Ｐ

， 列②
自己開拓プログラムの場合は,
『第○○期自己開拓プログラム 」

業務名

期間

第○侭全国プﾛグ1
1

10/15（火）

ウムのため

~ 10／25（金）

所属部局課

氏名

東京弁護士会 〆
東京一郎 、

一

ロパック利用 口特急包括協議路線庁定期券利

~且直行 口直帰口私事旅行含む口交通費調。

日程
出発

時刻
到着
時刻

出発地

(出発箇所）
経路
(種別）

到着地
(到着箇所）

検索条件
通勤定期又は

官用車等利用区間
(交通費不要区間）

用務地 用務先 宿泊地 交通費
－(同一市内

交通）

〃■

／ 区分
考
一
備

10/15
～

10/25
XX:YY

XX:YY

～

～

～

XX:YY 立川
鉄道
(JR中央
線）
四ツ谷

XX:YY 四ツ谷
鉄道
(東京メトロ
ノ内總）

丸 霞ヶ関

I

第○○鑑国プログラム

〈
口出発

口到着

口出発

図到着(XX:YY)

口出発

口到着

回有(通勤壼跡

連JII-三室刈
口有(通勤定期）

（ ）

口有(通勤定期）

（ ）

１
町
Ｌ
趾

東京識
千代田区

口自宅等の宿泊

口自宅等の宿泊

口自宅等の宿泊

」

／
／

ロパック

口特急包括

口直行直帰

ロパック

口特急包括

口直行直帰

ロパック

口特急包括

口直行直帰

F現金利用

I■■■■■

q■■■■■

尺

r現金利用

■■■■

I■■■■

現金利用(ICカード以外)の
場合にはチェックを入れて
<ださい。

宰
今

XX:YY

XX:YY

～

～

XX:YY

XX:YY

霞ヶ関

四ツ谷

鉄道
(東京ﾒﾄﾛ丸
ノ内繍）

鉄道
(JR中央
線）

四ツ谷

立川

回出発(XX:YY)

口到着

口出発

（口到着

口有(通勤定期）

（ ）

洲
ぐ
叫唾

有
一
回 乱 一

7

ロパック

口特急包括

口直行直帰

ロパック

口特急包括

口直行直帰

r現金利用

『＝現金利用

～

口出発

口到着

□ 有(通勤定期）

（ ） 口自宅等の宿泊

ロパック

口特急包括

口直行直帰

r現金利用

～

口出発

口到着

口有(通勤定期）

（ ） n自宅等の宿泊

ロパック

口特急包括

口直行直帰

r現金利用

～

～

口出発

口到着

口出発

口到着

口有(通勤定期）

（ ）

口有(通勤定期）

（ ）

口自宅等の宿泊

口自宅等の宿泊

ロパック

口特急包括

口直行直帰

ロパック

口特急包括

口直行直帰

r-現金利用

r現金利用

～

口出発

口到着

口有(通勤定期）

（ ） 口自宅等の宿泊

ロパック

口特急包括

口直行直帰

r現金利用



(別紙様式第3）

命 令

依 頼旅 行 簿別表第一（甲） "o.

備考 1．本様式は，使途に従い不用の文字は抹消して使用すること。

2．旅行命令等を変更の場合には，変更後の旅行命令等の備考欄に旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載すること。
3．必要があるときは，各欄の配置に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

4．電磁的記録により作成する場合における認印は，氏名又は名称を明らかにする措置であって各庁の長が定めるものをもって当該認印に代えることができる。

所属部局課

(又は所属団体）

住所

(又は居所）

自

事

官職（又は職業） 氏名 職務の級
司法修習生

(2級相当） 号
月 日 級

月 日 級

発令
年月日

用 務 用 務 先 旅行期間
旅行命
令権者

の認印

旅行者

の認印

支出官
等の

認印

概4

年月日

章払

金額

精：

年月日

章払

金額
備考

自 年 月 日

至年 月 日
日間

円 円

自 年 月 日

至年 月 日
日間

自 年 月 日

至年 月 日
日間

自 年 月 日

至年 月 日
日間

自 年 月 日

至年 月 日
日間

自 年 月 日

至年 月 日
日間

自 年 月 日

至年 月 日
日間

自 年 月 日

至年 月 日
日間

自 年 月 日

至年 月 日
日間



(別紙様式第3）

備考 1．本様式は，使途に従い不用の文字は抹消して使用すること。

2．旅行命令等を変更の場合には，変更後の旅行命令等の備考欄に旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載すること。
3．必要があるときは，各欄の配置に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

4．電磁的記録により作成する場合における認印は，氏名又は名称を明らかにする措置であって各庁の長が定めるものをもって当該認印に代えることができる。

’ 記載例

円

自 年 月 日

至年 月 日
日間

自 年 月 日

至年 月 日
日間

自 年 月 日

至年 月 日
日間

自 年 月 日

至年 月 日
日間

この4項目について訂正する場合は,
修習生の訂正印を押してください壁璽
他の廻日の訂Tは齢存念今儲の訂鈩副

となりますので‐堂 E意してください｡)。

一

a



(別紙様式第4）

東京地方裁判所長殿

提出日令和 年 月 日

氏名

出張結果報告書

出張計画書及び旅程表のとおり出張を行いました。

｢出張計画変更届｣記載のとおり， 出張計画書又は旅程表と異なる出張を行いました。

□
□

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■p■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

出張計画変更届

令和 年 月 日

1 出張者職名，氏名

第 期 班司法修習生

2 出張期間及び用務先

令和 年 月 日 （曜）から 月 日 （ 曜）まで 日間

3 出張計画書又は旅程表との変更内容



(別紙様式第4）

東京地方裁判所長殿

提出日令和○年10月21日

氏名東京一郎

出張結果報告書

口出張計画書及び旅程表のとおり出張を行いました。

おり， 出張計画書又は旅程表と異なる出張を行いました。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■､■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

出張計画変更届

令和○年10月21日

1 出張者職名，氏名

東京弁護士会第○○期1班司法修習生東京一郎

2 出張期間及び用務先

令和○年10月9日 （水曜）から10月18日 （

大阪地方裁判所

（第○○期全国プログラム地畿知的財産鯨醗郵修■(大阪） （ｺｰド●●●●）

3 出張計画書又は旅程表との変更内容

予定では，○○としていましたが，▲▲のため， ×



(別紙様式第5）
(庶ろ－15-A)

(本庁支部簡裁用）

令和 年 月 日

東京地方裁判所事務局長殿

所属

官職司法修習生

氏名 印

私事旅行申請書

出張計画書の公務出張に前後して以下のとおり私事旅行を行います。

1 公務旅行日程令和 年 月 日から 月 日まで

2私事旅行日程令和 年 月 日から 月 日まで

令和 年 月 日から 月 日まで

3公務旅行先

4私事宿泊先(住所）

5理 由 ア単身赴任者等の自宅への帰宅

イ実家，親戚宅への訪問（訪問先にゾを記入する）

（訪問先口実家口親戚宅（口子供口祖父母

ウ出張地における職場関係者との懇談

口兄弟姉妹） ）

エその他

※本書面は，旅行命令簿の旅行日と出発日及び帰着日が異なる場合に，出張計画書とともに

提出する。

ｌ
ｄ
ｐ
■

■
■
‐
Ｕ

】
ユ
オ 葵
二
句

■
“
８

▲
・
ユ
ヲ
、

ヨ
ロ

Ｊ
凸 否

次長 次長
総務

課長

経理

課長

1

ｲ

1

号’
一■1

回』

基理課

長補佐

監査

係長
監査係



【記載例】
(庶ろ－15-A)

(本庁支部簡裁用）

令禾ロ○年9月3日

東京地方裁判所事務局長殿

東京弁護士会

司法修習生

東京一郎

所属

官職

氏名 ④
私事旅行申請書

出張計画書の公務出張に前後して以下のとおり私事旅行を行います。

1公務旅行日程令和○年10月 9日から10月18日まで

2私事旅行日程令和○年10月19日から10月20日まで

令和年 月 日から 月 日まで

3公務旅行先 大阪地方裁判所

4私事宿泊先(住所） 大阪市○○区△△3－4－5

5理 由 ア単身赴任者等の自宅への帰宅

⑦実家親戚宅への訪問(訪問先にゾを記入する）
（訪問先回実家口親戚宅(口子供口祖父母口兄弟姉妹) ）

ウ出張地における職場関係者との懇談

工その他

『 ］
※本書面は，旅行命令簿の旅行日と出発日及び帰着日が異なる場合に，出張計画書とともに

提出する。

■■■

岳
一
一
●

ヨ
口

ま務局 ■
■

一
ー

壷
凸
□ 否

次長 次長
総務

課長

経理

課長

q

l

l

二’
一■

型

■
ｐ
■
■
■
■
・
一
王
埜
唾
叫
亜

鯉
長

凸
■
■
ロ
』

左

監ョ

係 ■
■
ロ

凸
出
凸
巾
凸
，
』

監査係



(別紙様式第6）

令和 年 月 日

東京地方裁判所長殿

第 期 班司法修習生

氏名 ④

旅費放棄
室
巨

全国プログラム

私は，下記のとおり選択型実務修習の のため出張しますが，

自己開拓プログラム

当該プログラムに係る旅費を放棄します。

記

1 プログラム名

2 出 張先

3 出張期間 令和 年 月 日 （ 曜日）から 月 日 （ 曜

日）まで



【記載例】

令和○年9月3日

東京地方裁判所長殿

第○○期1班司法修習生

②氏名東京一郎

ノ

旅費放棄害

全国プログラム

私は，下記のとおり選択型実務修習の のため出張しますが，

自己開拓プロ

当該プログラムに係る旅費を放棄します。

記

1 プログラム名 地裁知的財産訴訟部

2 出 張先 大阪地方裁判所

1 プログラム名 地裁知的財産訴訟部修習（大阪） （コード●●●●）

2 出 張先 大阪地方裁判所

大阪市○○区○○○1－2－3

3 出張期間 令和○年10月9日 （水曜日）から10月18日 （金曜

日）まで



(R1.6地裁庶二）

旅費が支給されるまで

出張者

出張計画書

旅程表

旅行命令簿
※泊付きの出張の場合は，

パック旅行の検討資料

※私事旅行がある場合は，私事

旅行申請害

出張の可否について，検討

●出張前
※出張日が確定

したら速やかに

通常1～2週間
程かかります。

極
が認められなかつ

た場合）

出張計画の変更， 中止

行命令が発令された 合）

切符や宿の手配，パック
旅行申込みなど出張の準備

●出張 一

少

筆

閂
で

４
２
二

ー室－1＝■q ロﾛ

E

出張結果報告書
証拠書類の提出
・航空機を利用した場合は，

①運賃(金額)を支払ったことが
確認できる資料(領収書）

②搭乗したことが確認できる資料
（搭乗券,航空券半券）

･船舶を利用した場合は，
運賃が確認できる資料(領収書）

・ホテル等に宿泊した場合は，

宿泊に係る領収書等

・パック旅行を利用した場合は，
パック旅行代金の領収書一

●出湛後 提出書類の確認，審査

※出張後速やかに

‐

一

＆
請求書作成

請求書に押印

旅費支給(口座振込）


